
 既卒者トライアル雇用求人をハローワークまたは新卒応援ハローワーク(注)に提出し、
ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則３カ月間の有期雇用と 

して雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主。 
  

※ 「既卒者トライアル雇用求人」とは、高校・大学等を卒業後３年以内で、現在も就職活動を継 

 続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた３カ月以内の有期雇用契約を行う求人です。 
 

※ 「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間 

 が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者（ただし、１週間 

 の所定労働時間が３０時間未満の者を除く）として雇用する場合」を指します。 

支給対象事業主 

○ 有期雇用期間（原則３ヵ月）・・・対象者１人につき月額１０万円（最大３０万円） 
 

○ 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者１人につき５０万円 

                    （正規雇用から３ヵ月定着した場合に支給） 
 

 ※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は 

       奨励金の支給対象となります。 

奨励金支給額 

 卒業後も就職活動を継続中の 
新規学卒者の方（高校・大学等を卒業後３年以内の方）を 

有期雇用で育成し、正規雇用する事業主の方を支援します！  

  以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経る   

    ことが必要であると公共職業安定所長が認める者。 

 

○ 平成２２年３月以降の新規学卒者(※)で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは 

 新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者（平成２３年度の新規学卒者につい 

 ては、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます）。 
  ※ 中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）、専修学校等の新規学卒者が対象です。 
 

○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者（１年以上継続して同一の事業主に正規 

 雇用された経験がない者）。 
 

○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。        

奨励金対象者の条件 

  卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方（高校・大学等を卒業後３年以内

の方）を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用（原則３ヵ月）で雇用

し、その後、正規雇用に移行させる事業主の方に奨励金を支給します。  

有期雇用期間（原則３ヵ月）：対象者１人につき月額10万円、 

有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ：対象者１人につき50万円 

（※平成２４年６月末までの措置） 

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

（注）新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワークです。 1 



 
 
 
 
 
１.   ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒  
  応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主 
２.   ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対 
  象者を雇用することを約していないこと 
３.   雇用保険の適用事業の事業主であること 
４.   既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する 
  日までの間に、事業所において雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。）を 
  事業主の都合により解雇等したことがない事業主 
５.      既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して６カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する 
  日までの間に、事業所において特定受給資格となる離職理由で離職した者が３人を超えず、かつ、雇用を開始 
   した日における被保険者数の６％に相当する数を超えていないこと 
６.  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去３年間において、既卒者トライアル雇用の対象者 
  を雇用したことがないこと 
７.   既卒者トライアル雇用の対象者が、既卒者トライアル雇用開始日の前日から起算して過去１年間に関連会社 
  等に雇用されており、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがな 
  いこと 
８.    奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと 
９.  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して３年前の日から奨励金の支給決定日までの間におい 
  て、不正行為により他の奨励金および雇用保険法第４章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を 
  受けたことがないこと 
１０.  奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿（出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等）を整備・保管していること 
１１.  雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること 
１２.   労働関係法令を順守し、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること 
１３． ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対 
   して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて 
   申出があった事業主でないこと 
  

 
 
 

支給対象事業主となる要件 

 

１． ①、②欄は次により記入してください。 

 (1) 既卒者トライアルを実施する事業所が支社・営業所等事業主と異なる場合には、①欄には事業主に 

  ついて記入し、②欄には既卒者トライアル雇用を実施する事業所について記入してください。 

 (2) ②欄の「雇用保険適用事業所番号」欄には、既卒者トライアル雇用を実施する事業所の番号を記入し 

  てください。また、企業の他の事業所(本社等)で一括して雇用保険に加入している場合には、当該加入 

  している事業所に係る番号を記入してください。 

 ２． ③欄は対象者の氏名・生年月日及び既卒者トライアル雇用開始日時点の満年齢を記入してくだ さい。 

 ３．  ④欄は最終学歴に該当する番号に○を付してください。この場合、「１．大学等卒業者」は、大学、大学 

  院、短期大学、高等専門学校、職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、専修学校等のことをい 

  います。 

 ４． ⑤欄は最初に面接を行った年月日を記入してください。 

 ５．  ⑥欄は既卒者トライアル雇用の開始日及び終了予定日を記入してください。 

 ６．  ⑦欄は紹介状裏面の求人番号を記入してください。 

 ７．  ⑧欄は既卒者トライアル雇用期間中に対象者のために実施する指導・研修、正規雇用への移行に 

    有効な措置及び既卒者トライアル雇用を実施する場所を具体的に記入してください。 

 ８． ⑨欄は既卒者トライアル雇用を終了した後、正規雇用に移行するための条件を具体的に記入してく 

     ださい。条件については、「やる気があること」等のように、事業主の主観的な判断によるのでなく、 

     「業務についての当該事業所において基礎的とされる知識を身につけること」、「業務を円滑に遂行で 

     きると認められること」等具体的な判断基準を記入してください。 

 ９． ⑩欄は既卒者トライアル雇用期間中の労働条件を記入して下さい。 

 10． ⑪欄は本計画について、公共職業安定所から問い合わせをする場合の連絡先となる担当者の方 

     について記入してください。 

11.  ⑫欄は既卒者トライアル雇用を実施した対象者本人の確認欄です。本人が当該計画書の内容を確 

  認し署名するようにしてください。（※対象者が未成年の場合は、保護者等の署名も必要です。）                                                    

３年以内既卒者トライアル雇用実施計画書の記入上の注意点 
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様式第２号

３年以内既卒者トライアル雇用実施計画書

提出日 平成 年 月 日

①企業名 ﾌﾘｶﾞﾅ

②既卒者ト 名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 雇用保険適用事業所番号（ ① と

同じである場ライアル
雇用を行 - -合は省略可）

う事業所
所 在 地 電話（ ）（〒 － ）

③対象者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 昭和・平成 年
生年月日

（ ）月 日生 満 歳

④対象者種別 ⑤最初の面接日1.大学等卒業者 2.高校卒業者 3.中学卒業者
平成 年 月 日(いずれかに○）

⑦既卒者トライアル雇用に係る求人番号⑥既卒者トラ 平成 年 月 日から
イアル雇用 平成 年 月 日まで
期間

⑧既卒者トラ ⑨正規雇用に
イアル雇用 移行するた
期間中に講 めの要件
じる措置の
内容

(実施場所)

⑩既卒者トラ 賃 金 基本給 月額 ・ 日額 ・ 時給 円
イアル雇用 定額的に支払われる手当 １か月当たり 円
期間中の労
働条件 就業時間 ： から ： まで 週休 日 １週間当たりの所定労働時間 時間

（ ）通常の労働者の１週間当たりの所定労働時間 時間
（補足説明： )

そ の 他

⑪既卒者トラ 氏 名 役職
イアル雇用

（〒 ）に係る事務 連絡先 -

（②の所在地と同手続の担当

電話（ ） － （内線 ）者 じ場合は省略可）

⑫上記内容について、同意します。 公共職業安定所受理印
（既卒者トライアル雇用対象者氏名）

署名 受理番号：
（保護者等氏名） 連絡先安定所：※対象者が未成年の場合に記載

署名

（備考）
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期間の定めのない雇用 

正規雇用契約 有期雇用契約（原則３カ月） 

有期雇用
開始 

改めて正規雇
用契約を締結 

 

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金の概要 

未就職卒業者等を対象とした、正規雇用への 

移行を前提とした有期雇用（原則３カ月） 雇入れから３カ月定着した 

場合に事業主に５０万円支給 
事業主に月１０万円支給 

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金の流れ 

① ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人 
（既卒者トライアル雇用求人）の提出 

② ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介（面接） 

③ （採用が決定した場合）有期雇用（原則３ヵ月）の開始 
 

※雇い入れ日から２週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書の提出が必要です 

④ 有期雇用終了後、実施結果報告書兼支給申請書の提出（※） 
 

※有期雇用終了日の翌日から起算して２ヵ月以内に提出 

⑤ 奨励金の支給：対象者１人につき月額10万円（最大30万円） 

⑥ 正規雇用開始から３ヵ月後、奨励金支給申請書の提出 
 

※３ヵ月定着した後の翌日から起算して２ヵ月以内に提出 

⑦ 奨励金の支給：対象者１人につき50万円 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・新卒応援ハローワーク 

奨励金の支給には、他にも一定の要件があります。詳しくは、お近くの都道府県労働 
局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問い合わせください。 
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※申請期限を一日でも過ぎると奨励金を受給することができなくなりますので、十分ご注意ください。 


